
Ⅰ予　　算

昭和55年度予算（最終）

歳　　入

款　　 項　　 目 節 予　 算　 額 備　　　　　　 考

⑥ 使用料及び手数料

（2）手 数 料

1）総 務 手 数 料

2　環　 境　 手　 顔　 料

円

636．000

636．000

636．000

636．000

款　　 項　　 目 節

予　　　　　 算　　　　　 額

備　　　 考

公害 セ ン′ク　ー
行 政 各 課

か ら の 令 達
総　　　　　 額

②　 総　　 務　 費

9 旅 費

11 需 用 費

14 便科料及び賃借料

9 旅 費

19 夏 琶 要 語 豊

3 職 員 手 当 等

7 賃 金

円

26，724，000

26，724！000

26曹724，000

1，336，000

　　 円

2 5，325，195

　　 円

52，04 9，195

（1） 総 務 管 理 費 1，387－195 1，38 7，195

1） 一般管理費

2〕 人事管理 費

（3） 環 境 費

18 8，145

19，845

149，600

ユ81700

1，199，050

199，050

1，00 0、000

23，93 8，000

188，145

19，845

149，600

18，700

1，199，050

199，050

1，000，000

50，662，000

1〕 環境綻薪嚢

3〕 公害対策 室

2 0，000

20，000

23，91呂，000

11 1，000

20，000

20，000

50，642，000

1，44 7，000

8　 報　　 償　　 費 100，000 114，000 214，00 0

9　 旅　　　　　 嚢 3，1 60，000 2，222，000 5，382，000

1 1 需　　 用　　 費 9，349，000 14，671，000 2 4，020，000

12 役 務 費

13 委 託 料

14 使用料及ひ賃借料

18 備 品 購 入 費

27 公 課 費

1，393，000

600，000

10，74 3，000

4 3，000

320，000

6，467，000

13，000

1，7 13，000

6，467，000

600，000

10，743，000

56，000
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Ⅱ　業務概要

昭和55年度において実施した業務の概要は、次のと

おりである。

（Ⅰ）大気騒音部

大気汚染、騒音、振動、悪臭等に係る試鹸検査及び調

査研究を、次のとおり実施した。

1　特殊公害科

（1）行政検査・行政調査

ア　自動車排出ガスの調査

自動車排出ガス対策事業（大気保全課）の一環として、

県内の主要幹線道路及び車両の渋帯の著しい地点を対象

として、一酸化炭素、二酸化窒素及び鉛について、22

市町の協力のもとに、1市町当たり約1か月の期間で調査

を実施した。

詞査の結果、一酸化炭素及び鉛は、減少傾向を示して

いるが、二酸化窒素は、依然として高濃度であることか、

明らかになった。

イ　道路交通に係る二酸化窒素の調査

道路交通公害対策絶合調査事業（大気保全課）の一環

として、道路交通に起因する二酸化窒素について、沿道

からの距離による減衰を調査した。詞査地点は、戸田自

排局周辺45地点で、調査回数は年4回、測定器とし

て簡易測定器（′ミグチ式）を用いた。

詞査の結果、二酸化窒素濃度は、沿道から100乃一付

近において、かなり減衰することが明らかになった。

ウ　光化学汚染実態解析調査

窒素酸化物対策事業（大気保全課）の一環として、光

イヒ芋汚染の原因を究明するため、埼玉県を中心とした関

東地域を対象とし、大気汚染物質及び気象に係るデータ

を収集し、解析を行った。

収集Lたデータは、昭和54年度以前5年間の一都六

県常時監視データ及び気象官署データ並びに昭和51年

度以前3年間の気象庁上層虞剥データである。

解析の結果については、本年報P　～P　に掲載した。

エ　鮭康影響調査地区の環境汚染詞査

窒素酸化物対策事業（大気保全課）の一環として、簡

易測定器（パブジ式）を用いて、衛生部で実施している

建康影響調査地区において、二度化窒素濃度を詞査した。

詞査地域は、岩蔵■川越一川口など9地域、調査地点数

は、1地域当たり25地点、調査回数ば、年4回である。

詞査の結果、二酸化窒素濃度は、川口地域で最も高く、

神川地域で最も低いことが明らかになった。

オ　悪臭防止に関する調査

悪臭防止対策事業（大気保全課）の一環として、市町

村に対し、悪臭規制事務の適正な執行に必要な技術指導

及び調査を行った。実施内容は、悪臭物質測定法に関す

る技術指導2件、及び三点比較式臭袋法による臭気濃度

の測定8件である。

（2）依頼検査

ア　自動車排出ガス関係

市町独自で実施している自動車排出ガス調査のうち、

二酸化窒素濃度について検査依頼を受け、測定を行った。

イ　悪臭関係

市町で原因物質の解明が不可能な公害問題について、

詞査を実施し、原因を究明するとともに、その対策方法

について指導を行った。

ウ　騒音振動関係

現在、末規制となっている低周波空気振動公害に係る

市町村の苦情処理に対し、技術的な協力を行った。

低周波空気振動の発生源となっているものは、主とし

て、鋳型襲造工卑・食品工場等のコンプレッサー、ボイ

ラ岬のバーナー、製本所の裁断棲、鋳物工場の集じん磯

等であった。苦情内容は、建具の振動、不快感、不眠、

頭痛、吐気等であった。

これらの空気振動を滑走解析し、苦情が解決するよう

その防止対策を市町村に示した。

（3）調査研究

ア　脱臭触媒の特性調査

各種有機溶剤を対象とし、数種類の触媒を焼結製作し

て、それぞれの触媒の右横溶剤に対する除去効果、及び

温度による除去効率の変化を検討した。

なお、さらに詞査のうえ、その結果については、次年

度にまとめることとしている。

イ　炭化水素類の光化学スモァダに及ぼす影響

に関する研究

炭化水素類と蒐化学スモッグとの困果関係を解明する

ため、その基礎的研究の一環として、→般環境、沿道環

境における低沸点炭化水素類の調査法について検討した。

なお、次年度は、炭化水素顛の成分分析の範囲を高沸

点成分まで拡大し、その結果をまとめることとしている。

ウ　悪臭臨書設備の適正化に関する詞査

工場に設置されている悪臭除害設備について、その除

去対象物質、除去方式及びその能力を調査し、除去対象

物質の種類、濃度、線量等に応じた適正な方式規模を検

討した。

なお、さらに調査のうえ、その結果については、次年

度にまとめることとしている。

エ　ホルムアルデヒド発生濠等調査（環境庁委

託事業）
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ホルムアルデヒドの排出実意を明らかにし、大気汚染

防止対策に資するため、排出施設からの排出濃鼠敷地

境界濃度等を調査した。

調査の結果については、「昭和55年度、ホルムアル

デヒド発生源等調査結果報告書」に掲載した。

オ　自動測定機等の精度に関する研究（環境庁

（4）昭和55年度試験検査実施状況

委託事業）

大気汚染状況を把起するための常時監視測定において、

正確なデータを得るため、自動測定磯のサンプリソグ部

（試料導入部分）の材質等について検討した。

調査の結果については、「昭和55年度　自動滑走磯

等の精度に関する研究」に掲載した。

査 項 目 一 酸 化

炭 素

鉛

窒 素

酸 化 物

ア ン′モ 一 酸 化
炭 素

（自動 測

法　 定 そ の 他 騒　　 音 振　　 動 悪 臭物 質 ホル ム

計とそ の
件数 ニ ウム 悪　 臭 の有機

物 質

（周波 数 （周 波数
了　　 ル

検 査

の種 類
イオ ン定 機 〕 物　 質 分 析 ） 分 析 ） （官絶法 ）デ ヒ ド

行　　 政 224 62 4，592 16，080 4 20 49 2 1，031

依　　 嶺 6 1 10 24 43 24 162

研　　 究 26 2 86 312

計 224 62 4，653 26 16，080 14 3 10 43 24 20 49 21，5 05

2　大　気　科

（1）行政検査・行政罰査

ア　酸性降雨の測定

酸性降雨等対策事業（大気保全課）の一環として、降

雨毎に雨水の採取を行い、PB属気伝導度、SO≡こ

N03、C且二、N＝Jの分析を実施した。

さらに、雨水成分の経年変化、雨水成分相互関鼠酸

性降雨原因物質等の検討を行った。

イ　浮遊粉じん中の重金属調査

大気環境特別対贋事業（大気保全課）の一環として、

自勤創建磯匿よる常時監視結果の補完資料とするため、

一鮭環境中打浮遊粉じんに含まれる重金属による大気汚

染の実態調査を行った。

戸臥所択、越乱大乱熊谷の各市測定地点に酎－

て、毎月、詞査を行った。調査項目は、粉じん鼠　Gr、

Ⅴ、Pb、Cd、Zn、Nlである0

番金属の地域汚染分祝事節による変乱各金属成分

相互関係等について検討を行った。

ウ　固定発生瘡排出実態調査

窒素酸化物対策事業（大気保全課）の一環として、窒

素酸化物に係る施策のあり方を総合的に検討するための

資料とする目的から、廃棄物焼却炉、硝子溶融覿金属

溶解炉等の固定発生源について、窒素酸化物の排出実態

を調査し、これらの施設の排出係数を求めた。

ェ　ばい煙発生施設の調査

大気汚染発生源規制指導事業（大気保全課）の一環と

して、工場・事業場から発生するばいじん、有害物質

（主として、ボイラー、金属加熱炉から排出される窒素

酸化物）の分析検査を行った。

オ　セメソト焼成炉から排出される窒素酸化物

の測定

燃料転換に係る環境調査（大気保全課）の一環とし

て、セメント焼却炉から排出される窒素酸化物及びばい

じんについて、重油から石炭への燃料転換に伴う排出量

の変化を測定した。（調査対象工場　5工場6施設）

（2）依頼検査

市町村からの依頼により、降下ばいじん及び硫黄酸化

物について検査を行った。

（3）調査研究

ア　霧雨及び薯中の汚染物贋に関する調査

霧雨及び霧中の汚染物質を高精度に採取するため、サ

イタロソを利用した採取器の設計及び製作を行った。

サイタロソの入口流速と薯鞋の靖集率との関係等につ

いて、室内試験を実施した。それらの結果については、

本年報P67～P70に掲載した。

イ　重油燃焼ボイラーのNOx排出低減対策に

関する研究

県内ばい煙発生施設数の約60％を占めるボイラーの、

NOx辞出量低減対策に賛するため、重油燃焼用低闇0Ⅹ

バーナーの低減効率の調査と、侶洒0Ⅹ技術についての

情報収集を行った。低NOxバーナー葉書大塑ボイラー

のNOx排出量測定の結鼠低NOxバーナー装着前に

比べて、約20％の低減がみられた0なお、さらに調査

のうえ、その結果については、次年度に「低NOx技術

マニュアル」としてまとめることとしている0

ウ　排出基準等設定調査（環境庁委託事業）

－3　5－



ばいじん処理装置の粒径別部分案じん率及び金属成分

排出実態を明らかにする目的で、木くずボイラー（EP

マルチサイクロン）、骨材乾燥炉（BF）、廃棄物焼却炉

（EP）について、詞査を行1た。

その結果については、「昭和55年度排出基準等設定

調査報告書（ばいじん処理装置の部分集じん率調査）」

に報告した。

ェ　光化学二次生成物質調査（環境庁委託事業）

（4）昭和55年度試験検査実施状況

光化学大気汚染による鮭康被害のうち、主とLて、眼

刺激症状の原因物質といわれている光化学二次生成物質の

実態をは握するため、当所を測定地点として、8月から

9月にかけての4週間、調査を行った。

調査項目は、PAN■、アルデヒド類、ガス状硝酸、浮

遊粉じん中の硫酸棍、硝酸板であり、その結果について

は、「昭和55年度光化学二次生成物質調査」に報告し

た。

検 査 項 目 と

そ の 件 数
検 査

の 種 類

P　 H 導 電 率

硫 酸

イ カーン

硝 酸

イ オ ン

塩 素

イ オ ン

ア ン／モ

ニ ウ ム

イ オ ン

粉 じん

ば しハ

じ ん

ク ロ ム

バ ナ

ジ′ウ ム

カ ド

ミ ウ ム

鉛 亜　 麻 ニ ソケ ル

行　　　 政 1 5 4 1 三強 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 0 1 1 1 0 3 5 1 2 6 0 8 9 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0

研　　　 究 0 0 2 6 0 2 6 0 0 0 1 3 0 1 6 3 6 1 2 3 2 8 5 2 8 5 3 5 4 3 5 4

計 1 5 4 1 5 4 4 1 4 4 1 4 1 5 4 1 0 1 2 4 0 4 0 3 6 2 1 1 1 2 5 4 5 5 4 5 6 1 4 6 1 4

検 査 項 目 と

そ の 件 数
検

の 種 類

鉄 マ ンガ ン 銅

カ ノレ

シ ウ ム

マ ク ネ

シ′ウ ム

窒 素

酸 化 物

硫 黄

酸 化 物

二塩 化

水 素

硝　 酸 酸　 素

ア セ ト

了 ノレ

デ ヒ ド

ば い

じ ん

形 態

計

行　　　 政 2 6 0 2 6 0 2 0 5 1 7 1 1 7 1 2 4 8 2 8 1 6 1 8 0 0 0 4 ，0 9 8

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 6 2

研　　　 究 3 5 4 3 5 4 2 8 5 1 4 7 2 9 4 5 0 0 0 1 4 0 5 0 4 5 1 8 4 ，0 6 5

、　 計 6 1 4 6 1 4 4 9 0 3 1 8 4 6 5 2 9 8 5 4 1 6 1 5 8 5 0 4 5 1 8 8 ，2 2 5

伍）水　質　部

水質汚濁等に係る試験虜査及び調査研究を、次のとお

り実施した。

1　河川水賃料

（1）行政検査・行政調査

ア　公共用水域の定期水質測定

主要河川水質監視事業（泉質保全課）の一環として、

荒川水系堰か3束異について、水質測定を実施した。

水系別測定地点数等については、次のとおりである。

水　　 系 河 川 教

永 質 測 定 地 点 数

公 害

セニ／クー
そ の他 計

荒　　 川 1 9 1 7 2 5 4 2

新 河 岸：川 5 1 0 0 10

利 根 川 6 4 1 0 1 4

中　　 川 8 1 3 6 1 9

計 3 8 4 4 4 1 85

イ　水質異常に係る検査

公共用水域等において、魚浮上、水質の環境基準超過

等の事態発生（183件）に伴い、その原因究明のため、

泉質検査を行った。

ウ　カドミウム環境汚染調査

力ドミウム及び六価クロム環境汚染調査（水質保全課）

の→環として、カドミウム取扱工場t事業場の排出水に

よって、環境汚染の恐れのある水田について、その玄米

のカドミウム調査を行った。

（2）依頼検査

市町村等からの依願尭より、埋立用土砂の分析検査を

行った。

（3）調査研究

ア　河川の生物学的調査

河川に生息する付着藻類、庶生生物の調査を行い、生

物芋的側面から水質を検討した。昭和55年度は、入間

川■新河岸川水系の本川及び支川（11地点）について

詞査を行った。入間川水系は、一部を除き生物相が豊富

で、比密約清浄な環境が保たれていた。新河岸川水系は、

生物相が単純で、汚濁が進行していた。なお、詳細につ

いては、「河川の生物調査報告書（入間ノlト新河岸川水

系における生物相と水質についてⅢ）」に掲載。

イ　強汚濁河川中の蓄漬物に関する調査

汚濁の進行した河川には、有歯物、栄養塩類等の蓄積

－3　6－



「
音

が多い。これらの蓄贋物は、嫌気分解、溶出等による水

質悪化の原因となっている。そのため、底質中の有機物

（4）昭和55年度試験検査実施状況

及び栄養塩類等の実態を把握するため、調査を実施した。

その結果については、本年報P81～P85に掲載した。

検査項 目と

そ の件数
P H D O B（二D CO D S S

大腸

菌

群数

n lへ
キチン

カ ド

シアン

有機

鉛

六価

ヒ素

総水 導電 塩素 M B アン′

モ ニ

総窒

検

の種類

抽出

物質 ミウム リン クロム 銀 率 イオン A S

ア性

窒素 素

行　　　 政 426 288 290 288 291 216 25 323 316 148 299 291 295 310 297 144 147 144 144

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

研　　　 究 43 43 43 83 43 0 10 0 0 0 0 0 0 0 43 33 20 73 50

計 469 331 333 37 1 334 216 35 32 7 3 16 148 299 2 91 299 310 340 177 167 217 194

検査項 目と

その件数

検査

の種類

リン

酸

イオン

総

リン

ニ ソ

ケル

総ク

ロム

鋼 亜鉛 P C B

強熟

減量

水 分

フェ

ノ→レ

硬変

その

他

気温 水温

透視

慶

臭気 色相 流量 計

行　　　 政 144 0 24 2 124 2 24 24 24 3 0 8 648 648 ・648 648 648 60 8，361

依　　　 頼 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

研　　　 究 43 40 0 0 0 0 0 40 40 0 33 60 43 43 43 43 43 0 955

計 187 4 0 24 2 128 2 24 64 64 3 33 68 6 91 691 691 691 691 60 9，328

2　工場排水科

（1）行政検査

ア　工場・事業場排出水汚染状況調査

工場、事業場排出水規制車業（水質保全課）の一環と

して、水質汚濁防止法に基づき、汚濁水発生虎に対し、

排水基準を遵守させるため、工場、事業場562か所、

615検体について、次のとおり水質検査を実施した。

特 定 施 設

項 番 号
特　 定　 施　 設

工場 事

業場 数
債 体数

7　2 し尿処 理 施設 17 3 1 92

6　5 酸 又 は アルカリ表面 処 理 施設 10 8 1 2 9

6　6 電 気 め っき施設 呂7 9 6

5　3
ガ ラス又 は カ ラス製 品 製造 施

18 1 8
三rし

7 1 の 2 子　 、　　　　　　　 冗 　ヽ　 津 1 7 1 7検査 機 関

2 畜 産 食料 品製 造 業 16 1 6

1 9 紡 績 業又 は 繚 維製 品製 造 業 6 6

7 1 自動 式車 両 洗 浄 施設 6 6

6　8 写 真 現 像業 6 6

そ　 の　 他 1 2 5 12 9

計 5 6 2 61 5

イ　事故発生時の原因究明調査

水質環境からの有害物質の検出事故5件及び魚類へい

死事故2件の発生に伴い、流域の関係工場、事業場11

か所、35検体の水質検査を実施した。

（2）依頼検査

電気めっき事業場1か所について、水質検査を実施し

た。

（3）調査研究

ア　排水処理法実態調査

排展墓準違反件数は、県中期計画により監視、指導体

制か整備され、萬少しているものの、なお違反は後を絶た

ない。

このため、前年度に引続き、有蔑性汚濁物質の排出が

多い食料品嚢造工場について、生産工程、排水処理施設

の廣道、処理効果、維持管理状況等における問題点を調

査した。

その結果については、「排水勉理捜術指導書（食料品

製造業）」において報告した。

イ　生物学的排水処理における生物相の検討

生物学的排水処理法は、都市生活排水、食料品製造工

場排水などの処理に広く採用されているが、時に処理効

率か低下し、排水基準に適合しない処理水が放流されて

いる。この原因の一つ軋　生物相の維持管理の摩しさに

ある。

このため、顕微鏡で観察できる生物相を指標とする

運転管理指針を作成する目的で、処理施設における生物

の探索を行った。

その結果については、本年報P86～P87に掲載し

た。
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（4）研修指導　　　　　　　　　　　　　　場・事業場関係者を対象に、次のとおり研修指導を行

水処理技術及び水質測定技術について、県、市、工　った。

実施年 月 日 日数 依　　 頗　　 者
対 象

人員
内　　　　　　　　　 容 研修指導場所

5 5．5 1 2－－2 3 12
春 日部 市 民 生 経 済 部
安　 全　 対　 策　 課 2 水質測定技術について 公害 センター

〝　　 6 2 0一、3 0 田 越 谷市環境経済部公 害課 ロ 〝 〝

〝　　 8　 6一・、一1 1 6 埼　 玉　 工　 業　 大　 学 ロ
〝 〝

〝　 1 0 2 2一、、一2 3 2 県　 環　 境　 管　 玉聖　 課 110 公害 防止主 任者資格認定講 習 けんほ 会　 館

〝　 1 1 2 6 ロ 埼 玉 県 鍍 金 工 業 組 合 150
電 気めっき事業場 の排水処理 につい

て
道　　 山　 閣

5 6　 1 2 8 ロ 原　 水　 質　 保　 全　 課 5 工場、事業場排水の処理 について 熊 谷 保 健　 所

〝　　 2 2 7 ロ 〝 4 〝 県水質保全課

〝　　 3　5 6 高 崎 市 商 工 会 議　 所 150 埼玉県 の水質問題 と対策 について
高　 崎　 市
商 工 会議 所

（5）昭和55年度試験検査実施状況

検 査 項 目 と

そ の 件 数
P H B O D S S C O 工）

総 ク 六 価

シ′アン 亜 範 銅

n一′＼
キ醇 ／

鉛

溶 解 カ ド総 水 フ　ソ フ エ ニ　ソ

ヒ 素

溶 解

性 マ

有 機

検

の 種 類 ロ　ム クロム

抽 出

物 質 性 鉄 ミウム 銀 素 ノープレケ ル

ソ カ

ン′ リ ン

行　　　 政 6 2 9 46 0 4 3 6 64 1 2 0 1 1 1 8 1 95 7 5 4 7 4 9 3 9 2 5 19 1 9 10 2 2 2 ロ

依　　　 頼 ロ 0 0 0 1 ロ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

研　　　 究 7 3 54 4 1 7 8 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

計 70 3 5 1 4 4 7 7 1 42 1 21 1 1 2 1 06 95 7 5 5 5 4 9 39 2 5 19 1 9 14 2 2 2 ロ

検 査 項 目 と

そ の件 数
濁 度

総 窒 ア ユ／

二巨ニ

亜 硝

酸 性

窒 素

硝 酸

性

窒 素

有 機

性

窒 素

総

T O C

溶 解

性

B O D

溶 解

性

C O 工〕

溶 解

性

T O C

M I」塩 素 残 留 7 ′レミ カ リ カ ル ケ イ

計
検

の 種 類 素

ア 性

窒 素 力ん S S イオン 塩 素 ニウム ウ ム シウム 素

行　　　 政 0 ロ 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 ロ 6 1 2 ，3 1 1

倍　　　 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

研　　　 究 3 0 2 5 2 4 2 9 2 4 2 4 2 6 1 6 1 7 1 8 7 2 3 14 2 0 0 0 0 54 9

計 3 0 2 6 27 3 7 3 2 2 4 2 6 16 17 18 7 2 3 1 4 3 ロ 1 1 ロ 2，8 7 6

一3　8－


